
平成27年7月  7日(火) 

   生徒指導だより                      №４ 

 自転車の運転による交通の危険防止について、「道路交通法の一部改正に伴う『自転車運転者講

習』の施行及び自転車事故防止の推進について」、広島市教育委員会より、依頼がありました。 

 つきましては、生徒の道路交通法の一部改正内容と自転車の交通ルール・マナーについて、ご家

庭でもご指導をよろしくお願いします。 

 ３年以内に危険行為を２回以上繰り返した者（14 歳以上）に対し、県公安委員会が自転車運転

講習会の受講を命ずることができることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

自転車による交通事故は、自転車運転者の６割以上に何らかの法令違反が認められるそうです。自

転車の交通事故を防止するために、ルール、マナーを守って安全な自転車利用を心がけましょう。 


